
佐賀県立うれしの特別支援学校 学校給食等調理業務委託契約書 

 

 佐賀県（以下「甲」という。）と〇〇〇〇〇（以下「乙」という。）との間に、甲の学校給食及び

舎食（以下「給食等」という。）における調理業務委託に関し、次のとおり契約を締結する。 

 

（総則） 

第１条 甲は、甲の給食等に関する業務（以下「委託業務」という。）を乙に委託し、乙は、これを

受託する。 

 

（業務実施方法） 

第２条 乙は、甲の指示に従い甲の給食施設、設備及び器具等を使用して次の業務を行うものとす

る。 

（１）調理 

（２）検食に付帯する業務 

（３）食器具等の洗浄、消毒、保管及び日常点検 

（４）給食及び舎食等の搬送及び回収 

（５）委託業務に要する調理施設、設備及び器具の清掃、洗浄、消毒、保管及び日常点検 

（６）残滓及び厨芥の処理 

（７）その他前各号の業務に付帯する必要な業務 

２ 乙が業務に従事する時間帯は、佐賀県立うれしの特別支援学校 学校給食等調理業務委託仕様書

（以下「仕様書」という。）の別紙を参考にする。 

 

（委託業務の履行） 

第３条 乙は、仕様書、文部科学省「学校給食衛生管理基準」及び厚生労働省「大量調理施設衛生

管理マニュアル」に従い委託業務を履行するものとする。 

２ 委託業務の履行場所は、甲の給食調理室及び付帯する施設とする。 

３ 乙は、不測の事態が発生し、委託業務の履行が不可能となる恐れがあると認められる場合は、

直ちに甲に報告し、甲と協議のうえ、正常な委託業務の履行を確保するよう努めなければならな

い。 

４ 乙は、甲における委託業務の履行に際し、この契約に基づく委託業務以外の行為を行ってはな

らない。 

 

（契約期間） 

第４条 この契約の期間は、令和６年８月１日から令和９年７月３１日までとする。 

 

（契約金額） 

第５条 この契約の委託料は、総額〇〇，〇〇〇，〇〇〇円（うち取引に係る消費税及び地 



方消費税額〇，〇〇〇，〇〇〇円）とし、内訳は下表のとおりとする。 

令和６年度 〇〇，〇〇〇，〇〇〇円 消費税及び地方消費税額を含む 

令和７年度 〇〇，〇〇〇，〇〇〇円 消費税及び地方消費税額を含む 

令和８年度 〇〇，〇〇〇，〇〇〇円 消費税及び地方消費税額を含む 

令和９年度 〇〇，〇〇〇，〇〇〇円 消費税及び地方消費税額を含む 

合    計 〇〇，〇〇〇，〇〇〇円 消費税及び地方消費税額を含む 

 

（支払方法及び支払金額） 

第６条 この契約に基づく支払は月払いとし、前条に掲げる年度金額を契約月数で除した金額を乙

の請求に基づき支払うものとする。なお、支払金額は、一月当たり〇，〇〇〇，〇〇〇円とする。 

２ 甲は、適正な請求を受理した日から３０日以内に当該請求額を乙に対して支払わなければなら

ない。 

 

（支払遅延利息） 

第７条 甲の責に帰すべき理由により、前条第２項の規定による委託料の支払いが遅れた場合には、

乙  は甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に年２．５％の割合で計算した額に相当する

金額を請求することができる。 

 

（契約保証金） 

第８条 乙は、この契約締結の際に、契約金額の１００分の１０以上に相当する契約保証金を納付

しなければならない。 

２ 甲は、乙が契約を履行したときに第１項に定める契約保証金を還付するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模

の契約を締結し、これらのうち過去２年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有

しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合又は

県を被保険者とする契約保証保険契約（契約金額の１００分の１０以上）を締結し、その証書を

提出する場合は、契約保証金の納付を免除する。 

 

（諸経費の負担） 

第９条 この契約による業務の実施にあたり、委託料以外の必要な経費は乙がこれを負担するもの

とする。 

 

（調理責任者等の設置） 

第１０条 乙は、仕様書に定める調理責任者及び副調理責任者（以下「調理責任者等」という。）を



置かなければならない。 

２ 調理責任者等は、この契約を履行するため、調理業務従事者を直接指揮監督するものとする。 

３ 調理責任者等が事故等で業務に専念することができない場合は、仕様書に定める条件を満たす

調理責任者等を置かなければならない。 

 

（衛生管理） 

第１１条 乙は、業務従事者の健康管理及び委託業務の衛生管理には万全を期さなければならない。 

（施設、設備等の管理） 

第１２条 乙は施設を常に善良なる管理者の注意をもって、良好な状態としておかなければならな

い。 

２ 乙は、甲の許可なく施設を委託業務以外の用に使用若しくは原型を変更し又は他人に使用させ

てはならない。 

３ 乙は常に善良なる管理者として、提供した食器及び備品等の保守管理に努めなければならない。 

 

（調理の検査等） 

第１３条 乙は、調理の都度、その結果について調理責任者等立ち会いのもとに甲の検査を受ける

ものとする。 

２ 乙は、前項の検査結果、不合格と認められた場合は、乙の負担において直ちに手直し又はやり

直しをするものとする。 

 

（業務完了確認及び完了報告） 

第１４条 乙は、１日の委託業務の終了に際し、仕様書に定める業務完了報告書を甲に提出し、そ

の確認を受けなければならない。 

 

（立入検査） 

第１５条 甲は、乙の履行状況について、必要に応じ立入検査又は報告を求めることができる。 

 

（注意義務） 

第１６条 乙は、業務の履行にあたり、当該校の施設、設備、器具及び食品を事前に点検し、業務

に支障を期すと判断される瑕疵を発見したときは、直ちに甲に報告し、その指示に従うものとす

る。 

２ 委託業務の実施に関して、業務従事者に事故が発生した場合は、乙の責任において処理するも

のとする。 

 

（業務の履行） 

第１７条 乙は業務の履行にあっては、学校給食に関する法規、食品及び公衆衛生に関する法規等

すべての関連法規、通達及び佐賀県学校給食衛生管理基準「学校給食の手引き」を遵守するとと



もに、関係官公庁の指示に従い常に誠実に履行しなければならない。 

 

（委託業務の譲渡等の禁止） 

第１８条 乙は、本契約に基づく権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。 

２ 乙は、この契約について、委託業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、

甲が書面により事前の承諾をしたときは、この限りではない。 

 

（損害賠償責任） 

第１９条 乙は、施設等を滅失又は損傷したときは速やかに甲にその旨を報告しなければならない。 

２ 前項の滅失又は損傷が、乙の故意又は過失による場合は、乙の負担において、原形に復し、又

はその損害を賠償しなければならない。 

３ 本委託業務の履行の結果、甲又は第三者に対し損害を与えた場合は、その賠償の責を負うもの

とする。ただし、損害の原因が甲の責に帰することが明らかなときはこの限りでない。 

 

（契約の解除） 

第２０条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

 (1) 乙が、この契約に違反したとき。 

 (2) 乙が、本契約に係る業務の履行をすることができないと認められるとき。 

 (3) 乙が、故意又は重大な過失により、甲又は第三者に対して著しい損害を与えるなど受託者と

して不適当な行為があったとき。 

 (4) 自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次の

イからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。 

  ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

  イ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下同じ。） 

  ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

  エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもっ

て暴力団又は暴力団員を利用している者 

  オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に

暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

  カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

  キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

２ 乙は、業務上その他やむを得ない事由でこの契約を解除する場合は、解除しようとする日の 30

日前までに甲に通知し、甲の承認を受けなければならない。 

３ 乙は、第２項の契約の解除にあたっては、施設設備及び業務に付随し、欠陥するすべての物品

等について、これを整備しなければならない。 



４ 甲は、第１項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを

負わないものとする。 

 

（違約金） 

第２１条 甲は、乙が第 17 条の各号の一に該当したことにより、契約を解除した場合は、乙は契約

金額の 100 分の 10 に相当する額の違約金を甲の指定する期限までに支払わなければならない。 

２ 第 1 項の規定により甲から違約金の請求を受けた場合において、乙が甲の定めた期限までに支

払わないときは、乙は期限の翌日から違約金支払日までの日数に応じて、政府契約の支払遅延防

止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般

貸付利率を勘案して決定する率を乗じて得た額の遅延利息を支払わなければならない。 

 

 （支払遅延利息） 

第２２条 乙は、甲が前条の期日までに支払わなかったときは、期限の翌日から支払日までの日数

に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項の規

定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じた金額の遅延利息の支払

を請求することができる。 

 

（予算の減額又は削除に伴う解除等） 

第２３条 この契約は、地方自治法第 234 条の３の規定による長期継続契約であるため、この契約

の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算について減額又は

削除があった場合、甲はこの契約を変更し、又は解除することができる。この場合において、乙

は解除により生じた損害の賠償を請求することができる。 

 

 

（秘密の保持） 

第２４条 乙は、この契約による委託業務の実施に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはなら

ない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 

（個人情報の保護） 

第２５条 乙は、この契約による業務を実施するために個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情

報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

（契約に定めのない事項） 

第２６条 本契約の各条項に疑義が生じた場合、又は本契約に定めのない事項については、必要に

応じて甲乙協議して定めるものとする。 

 

 



令和  年  月  日 

 

 

       甲  住 所 佐賀県嬉野市塩田町大字五町田甲 2877 番地１ 

          氏 名 佐賀県立うれしの特別支援学校 

校 長  竹田 敬道 

 

 

乙  住 所 

      氏 名 

    

 



 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57 号。以下「法」という。）第

２条第１項で定めるものをいう。以下同じ。））の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施

に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならな

い。 

 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終

了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 

（個人情報の収集） 

第３ 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、

目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。 

 

（目的外利用・提供の禁止） 

第４ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的のために利用

し、又は第三者に提供してはならない。 

 

（適正管理） 

第５ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止そ

の他の個人情報の適正な管理のために、個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置

等の管理体制の整備など、必要な安全管理措置を講じなければならない。 

２ 乙は、前項の目的を達成するために、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所（以下「作業場所」

という。）において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。 

 

（事務取扱担当者の明確化） 

第６ 乙は、個人情報を取り扱うにあたって、部署名（●●課、●●係等）、事務名（●●事務担当者）

等により、担当者を明確にしなければならない。ただし、部署名等により担当者の範囲が明確化でき

ない場合には、事務取扱担当者を指名しなければならない。 

 

（複写又は複製の禁止） 

第７ 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から提供された個人

情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

 

（作業場所の外への持出の禁止） 

第８ 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために

甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等（複写及

び複製したものを含む。）について、作業場所の外へ持ち出してはならない。 

 

（再委託の禁止） 

第９ 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならな

い。 

２ 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求め

る個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。 



 

３ 乙は、再委託先の第１項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約

の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。 

４ 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その

状況等を甲に報告しなければならない。 

  

（資料等の返還等） 

第１０ 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若し

くは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しな

ければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。 

２ 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元

できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 

３ 乙は、パソコン等に記録された第１項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を

使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 

４ 乙は、第１項の個人情報を廃棄又は消去したときは、甲に完全に廃棄又は消去した旨を証する書面

を速やかに提出しなければならない。 

 

（事務従事者への周知及び指導監督） 

第１１ 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、次の事項を周知するとともに、この契

約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切

な指導監督を行わなければならない。 

（１）在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に使用してはならないこと 

（２）前号に違反した場合は法の罰則規定に基づき処罰される場合があること 

（３）その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項 

２ 乙は、前項の目的を達成するために、非正規職員を含めた従業者に対し、個人情報を取り扱う場合

に従事者が遵守すべき事項について研修等の教育を実施しなければならない。 

 

（報告及び検査） 

第１２ 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱って

いる個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 

２ 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている

個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。 

 

（事故発生時の対応） 

第１３ 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等この契約に違反する事態が生じ、又は生じ

るおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が

終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 

（指示） 

第１４ 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱

いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。 

 

（契約解除及び損害賠償） 

第１５ 甲は、乙が特記事項の内容に反していると認めたときは契約の解除又は損害賠償の請求をするこ

とができるものとする。 


